
 

 

水道の給水管に直結する非常用貯水槽の取扱いについて 

 

 

防災意識の高まりを背景に、水道利用者が自ら事故・災害時の飲用水を確保す

る目的で、集合住宅等の敷地内の地中に設置され、水道の給水管に直結し有圧

のまま給水できる「非常用貯水槽」のニーズが今後想定されることから、下記

のとおり、その取扱い及び留意事項について通知します。 

 

 

記 

 

 

１.水道の給水管に直結する非常用貯水槽の水道法上の取扱いについて 

水道の給水管に直接接続し有圧のまま給水できる構造である非常用貯水槽(以下

「当該装置」という。)は、その容量によらず、水道法第３条第９項の給水装置

(給水用具)であり、その構造及び材質については、水道法施行令第６条の基準

(以下「構造材質基準」という。)に適合することが求められる。 

 

２.留意事項 

(１) 当該装置は、非常時に飲用水を貯留する目的で水道利用者により設置される

ものであり、平常時においてその使用状況により給水する水の水質の変化が

予想される場合においても、その使用による社会的便益を考慮し、当該装置

を通じて給水される水の水質の変化については、水道事業者の責任は免除さ

れ得ると考えられること。 

(２) 災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により当該装置

の性能が十分発揮されない状況が生じても、水道事業者に責任がないもので

あること。 

(３) 当該装置はその所有者に管理責任があり、当該装置に係る給水装置工事を施

行する指定給水装置工事事業者は、必要に応じて製造者等とも連携し、所有

者及び使用者に対して、当該装置の設置場所、非常時の使用方法、維持管

理・点検方法、水質の確認方法、及び当該装置と受水槽との異なる点等、管

理に関する事項を周知徹底すること。 

(４) 当該装置の保守点検、清掃、消毒、再塗装等については、その施行により当

該装置内部の汚染のおそれがあるため、指定給水装置工事事業者が給水装置

工事として施行するものであり、必要に応じて、指定給水装置工事事業者が

選任した給水装置工事主任技術者の指導・監督の下、保守点検、清掃、消

毒、再塗装等に従事する者が行い、構造材質基準に適合すべきものであるこ

と。 


